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【※３補助金に係る消費税の仕入控除とは】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税の仕入税額控除は、仕入控除の対象とならない事業者（免税事業者等）でない限

り、課税対象消費税額（預かり消費税）から期間中に支払った消費税額（支払い消費税）を

消費税の確定申告により控除できる制度です。 

   税制上、補助金は消費税の課税対象となる売上収入ではなく、特定収入となるため、事業

者に消費税を含む補助金が交付された場合、補助金として受けた消費税も事業者の売上げ

に伴う預かり消費税の対象にはなりません。 

   しかし、補助金として受け補助事業において支払った消費税は、その全部又は一部が支払

い消費税の対象になるため、当該補助事業者は、自らが負担したわけではない補助金分の消

費税についても、補助事業以外における支払い消費税と併せて仕入税額控除を受けること

になります。 

   したがって、補助金により支払った消費税についても仕入税額控除を受けたときは、その

控除額に含まれる補助金額を補助金交付要綱に従い国に返還しなければなりません。（下記

参照） 

事業活動による売上に係る消費税（預かり消費税）が1,000万円、仕入に係る消費税（支

払い消費税）を700万円として消費税の確定申告を行ったとする。

この事業者は、国から補助金を受けていない場合、1,000－700＝300万円の消費税額を

税務署に納めるのみである。＜CASE１＞

しかし、補助金を受け、仮に支払い消費税700万円のうち200万円が補助金によるもので

あったとする。この場合、 当該200万円は預かり消費税1,000万円には計上されない一方、

支払い消費税700万円には計上される。このため、CASE１（税務署への納付）に加え、自ら

が負担していない当該200万円を国へ返還することも必要となる。 ＜CASE2＞

〈注〉 ここでは、支払い消費税額700万円全額の控除が認められたことを想定。
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CASE２．補助金を受けている

控除される支払い消費税700のうち、200は

補助金により充当されたものであり、事業者
自らが負担していない。

このため、国への返還を生じる。

補助金収入は

課税対象外！
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〔単位：万円〕
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CASE１．補助金を受けていない

預かり消費税1,000から支払い消費税700を

控除し、消費税納付額は300。

課税対象消費税

（預かり消費税）

仕入控除消費税

（支払い消費税）

納付消費税

課税対象消費税

（預かり消費税）

仕入控除消費税

（支払い消費税）

（うち、補助金分 200）

納付消費税

 


